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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄供給源を含むガラス形成成分バッチを熔融すること及びその熔融物を精製することか
らなる第１鉄含有ガラスの製造方法において、鉄供給源がファイヤライト含有物質からな
ることを特徴とする第１鉄含有ガラス組成物の製造方法。
【請求項２】
　ファイヤライト含有物質がかんらん石からなる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ファイヤライト含有物質が玄武岩からなる請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ファイヤライト含有物質がざくろ石からなる請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ファイヤライト含有物質がチタン酸鉄ＦｅＴｉＯ３からなる前項いずれかの請求項に記
載の方法。
【請求項６】
　チタン酸鉄ＦｅＴｉＯ３がイルメナイトから得られるものである請求項５に記載の方法
。
【請求項７】
　製品ガラス組成物中の第１鉄の量が、製品ガラス組成物の重量で０．０５％乃至５％の
範囲である前項いずれかの請求項に記載の方法。
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【請求項８】
　製品ガラス中の全鉄含量が重量％として表される第１鉄の量で、少なくとも２０％であ
る前項いずれかの請求項に記載の方法。
【請求項９】
　ガラス形成成分バッチが実質的に炭素を含まないものである前項いずれかの請求項に記
載の方法。
【請求項１０】
　ガラス形成成分バッチがセレンを含有するものである請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ガラス形成成分バッチが添加された硝酸塩を含有しないものである請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　ガラス組成物が太陽光制御ガラス組成物である前項のいずれかの請求項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、第１鉄イオン－含有ガラス組成物の製法、その組成物用鉄化合物の用途及びそ
れによって形成されるガラス組成物に関するものである。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
通常のガラスの製造方法においては、熔融炉が次の工程に先立ってガラスの熔融と精製に
使用される。概して、ガラスを形成する成分の１回分がこれを熔融するために熔融層に添
加される。熔融層の下方には、発泡するガス状不純物が冷却前に放出されるように、熔融
ガラスが精製される精製層がある。
【０００３】
通常、ガラスは、バッチ内に意図的に混ぜられたか、またはバッチ内の一成分として自然
に存在している或る量の鉄を含んでいる。例えば、ＵＫ（英国）でガラスの生産に使用さ
れる砂は、一般的に約0.12％の鉄（３価）を含有してと考えられており、バッチ内には重
量でその75～80％が存在している。またドロマイトは約12％の濃度で添加される一般的な
バッチ成分であり、一般的に、大部分の鉄が２価の鉄として存在しているが、0.24％は３
価の鉄として含有されている。
【０００４】
また、鉄は、着色ガラスの製造用成分の添加物として知られている。製品ガラス内で、２
価の鉄は赤外線領域に吸収があり、青ガラスになる。他方、３価の鉄は、紫外線と可視光
線領域に吸収があり、黄緑色をしている。
【０００５】
ガラス形成成分のバッチに３価の鉄の供給源としてべんがらの形で鉄分を添加するのが一
般的である。２価の鉄の割合が高いことが要求される製品ガラスの例として、太陽光線を
制御するガラスがあり、３価の鉄がガラスの製造工程で還元されることが必要である。
【０００６】
３価の鉄を還元する通常の方法は、ガラス形成成分バッチに炭素を添加することである。
炭素添加の欠点は、添加し過ぎると熔融が不充分になり、結果としてシリカ滓を生成する
。熔融不充分を避けるために、どのバッチにも添加される炭素の量にある制限が設けられ
た。２価の鉄の高い含量が要求された時、通常はバッチに炭素添加とべんがらを増量する
ことが行われる。この方法の欠点は、第１鉄の含量が製品ガラス中で充分高いが、３価の
鉄の含量もまた非常に高く、概して鉄全量の70％にもなる。これにより、可視光線透過に
おけるかなりの損失が製品ガラス内に見られることになり不利益である。
【０００７】
今まで、赤外線と紫外線領域内に吸収がある建物や自動車用ガラスを製造するのに種々の
試みがなされてきた。例えば、EP-A-0488110は、鉄の主な供給源としてイルメナイト（il
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menite:tチタン鉄鉱）とべんがらを用いて高第１鉄含有量のガラスを開示している。炭素
のような還元剤は、製品ガラス中の第１鉄と第２鉄とのバランスを調整するのに用いられ
ている。
【０００８】
EP-A-0527487は、通常の鍛造によって強化することのできる青味のある着色ガラスの製法
を開示している。製品ガラス中に比較的高い第１鉄の含量となるように、第１鉄を含むた
めの還元条件下で最初は別のフリットガラスが作られる。次いでこのフリットガラスは、
比較的第１鉄含量の高い製品ガラスを製造するためのバッチの一部分として用いられる。
二つの別々のガラス製造作業が要求されるので、この提案は、比較的高価につく。
【０００９】
EP-A-0297404は、熔融及び／又は精製段階で還元状態を維持することで、高い第１鉄を含
む赤外線吸収ガラスの製造方法を開示している。この方法は、熔融及び精製工程が不連続
な段階として分離された特殊な熔融炉の配置を実施することを要求している。
【００１０】
US 5023210は、紫外線及び赤外線透過能を減少させる、特に、ニッケルを含まない灰色ガ
ラス組成物を開示している。具体的には、高い第１鉄含有物質が、高い第１鉄を含有して
いる製品ガラスの製造のための鉄の供給源として用いられている。
【００１１】
本発明は、第１鉄含有ガラス組成物の製造方法を提供するものである。
【００１２】
【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】
本方法は、鉄供給源を含むガラス形成成分からなるバッチを熔融し、その熔融物を精製す
ることから成っている。この鉄供給源はファイヤライトを含む物質から成る。
【００１３】
さらに、本発明は、ガラス形成成分バッチ用の添加物としてのファイヤライトを含む物質
の用途を開いた。
【００１４】
そこで本発明のガラスは、第１鉄含量を増量するように製造され、その結果として、３価
の鉄の低い含量により、可視光線透過能を改良したより高いレベルの太陽熱吸収能を持つ
ように製造される。
【００１５】
ファイヤライトは、けい酸（第１）鉄で、鉱物として自然に存在し、或いは合成されてい
る。ファイヤライトは、また、かんらん石、玄武岩、ざくろ石中に存在する。これらのフ
ァイヤライト含有物質とは別に、ファイヤライトの他の有効な供給源はモリブデンの精錬
工程から生ずるスラッグである。一般的にこのようなスラッグは、15～30重量％の範囲の
その大部分がファイヤライトであるけい酸鉄を含んでいる。ファイヤライトは、驚くべき
ことに、第１鉄の良き供給源である。何故ならば、ＦeＯやＦe3Ｏ4のような第１鉄の酸化
物よりもガラスを製造する工程における酸化に対してより安定しているからである。
【００１６】
製品ガラス組成物中の鉄の量は、製品が使用される用途の大きな範囲によって決まる。有
効な範囲は0.05～２重量％であるが、５重量％以下と予想されている。好ましくは、少な
くとも0.05重量％のファイヤライトがガラス形成成分バッチ中に存在する。例えば、太陽
光制御ガラスのような着色ガラスが要求されると、製品中の鉄の量は、好ましくは、0.5
～２重量％の範囲内になる。さらに好ましくは、製品ガラス中の全鉄含量の％で表される
第１鉄の量は、少なくとも20重量％、好ましくは、30～45重量％の範囲である。
【００１７】
本発明の好ましい具体例は、意図的にバッチに添加される炭素の量が、0～ 0.05重量％ま
でである。好ましくは、ガラス形成成分バッチが、実質的に意図して添加された炭素を含
まないことである。バッチに存在する炭素量を限定することはガラス組成物の熔融特性を
有利に改良することになる。
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【００１８】
本発明の他の具体例は、ファイヤライト含有物質が、製品ガラスに望まれている光学的性
質を向上させるのに必要な他の添加物と共に、ガラス形成成分バッチに添加される。チタ
ン酸第１鉄は、ファイヤライト含有ガラス形成成分バッチへの有用な添加物であり、イル
メナイトを形成する鉱物中に見られる。チタン酸第１鉄の有用な性質は、この物質がＵＶ
を吸収するＴiＯ2を含有するガラスになることである。
【００１９】
また、他の金属添加物は、製品ガラスの色と吸収特性を調整するのに有効である。例えば
、セレンは、可視スペクトルの端に緑／青色の吸収があり、ピンク／赤に着色したガラス
を作る。同様に、コバルトは、可視スペクトルの端に赤色の吸収があり、ガラスを青色に
発色させる。ニッケルは、灰色ガラスのようなより中性のガラスを作るのに、これらの添
加物と組み合わせて添加される。ガラスの組成を変えることで、２価の鉄と３価の鉄と共
に所望の着色を作ることができる。
【００２０】
本発明は、ガラス組成物中のセレンの用途に関してより有用性がある。金属セレンは、揮
発性が高く、ガラス形成成分バッチに添加されたセレンの約80～90％が蒸気として失われ
る。このことはセレンに毒性があるので好ましいことではない。通常のガラス製造工程で
は、セレンの蒸発を最小限度にするため、硝酸ソーダのような酸化剤を金属セレンと共に
添加する。しかし、これらの工程中に存在する炭素は、酸化剤の効果を抑制し、結果とし
て、セレンの蒸発を増加させることになる。
【００２１】
本発明によれば、所定炭素量の不足あるいは制限により、セレンの揮発を最小限度に抑え
るための硝酸塩の使用が減り、あるいは事実上なくなり、有用である。このことはまた、
酸化窒素ガスの環境への放出量を最小限にすることに役立つ。
【００２２】
特に、本発明は、建築用ガラスや眼鏡用ガラスのような着色平板ガラスの用途に有用であ
る。鉄の含有量を変える必要のある、例えば、ガラスに赤外及び／または紫外吸収能を与
えた自動車用ガラス分野への適応は特に有用である。
【００２３】
【実施例】
さて、本発明は次の添付図面について実施例が詳細に述べられている。図１は、暗灰色ガ
ラスに含有される第１鉄と共存するセレン量の変化を示すグラフである。
【００２４】
実施例　１
下記、表Iに暗灰色ガラスバッチが処方されており、図１に示されているようにべんがら(
rouge)、金属鉄、鉄カンラン石(fayalite:ファイヤライト)及びカンラン石(olivine)とし
て添加された第１鉄の量を変化させることによってバッチの組成を変えている。各バッチ
は、1480℃の熔融炉で溶解される。最大溶解時間は９０分である。
【００２５】
製造されたガラスは、酸化第２鉄、第１鉄、及びセレニウムの％について化学的に分析さ
れる。また、光学的測定が、分光測光器によって分析用に用意された磨き４mm角ガラスに
ついて第１鉄、セレン及びコバルトについてなされる。光学的測定の結果は、ガラスの大
まかな性質がそのような測定について典型的なものではなかったため、一つの指針として
役立っている。表示された結果は、製品ガラスの各部分から採られた数々の測定値の平均
値として表されている。
【００２６】
【表１】
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【００２７】
図１は、ガラス中に保有された第１鉄及びセレンの結果を示す。直線は、種々の酸化鉄及
び金属鉄を使用して生成した第１鉄とセレンの最大レベルを表す。この直線は通常の材料
を使用して達成される第１鉄とセレン含量の限界を示している。第１鉄の量が許容セレン
レベルに対し著しく高くなった時、上記限界はファイヤライトの使用によって超えられた
。第１鉄含量と相関するセレンの保有量は、硝酸塩がそのバッチから除外されたとしても
改善された。ファイヤライト含有材料であるかんらん石については、ファイヤライトと同
様の範囲ではなかったが、この改良を示している。
【００２８】
実施例２
これは、モリブデンスラッグが、ファイヤライト含有材料として使用された例である。
【００２９】
数回分のガラスが実施例１に述べた方法により下記表IIのように処方された。鉄は、べん
がら（バッチＡ）あるいはモリブデンスラッグ（バッチＢ）として添加され、そして全鉄
は、製品ガラスとして決定された。一方、製品ガラス中の全鉄の％は、両バッチ共ほぼ同
量であり、第１鉄状態の全鉄の％は、通常のべんがら含有バッチＡよりもモリブデンスラ
ッグ含有バッチＢの方がより高かった。
【００３０】
【表２】
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【００３１】
実施例　３
これは、セレン保有の性質についてべんがらを含むガラスバッチとファイヤライトを含む
バッチとを比較した例である。
【００３２】
数回分のガラスを実施例１で述べた方法を用いて、下記表IIIに従って処方した。バッチ
Ａの鉄は、通常の方法でべんがらとして添加された。バッチＢの鉄はファイヤライトとし
て添加された。両バッチ中の全鉄の含有量は製品ガラスの１重量％である。再度、ファイ
ヤライト含有バッチＢの製品ガラス中の第１鉄の量は、通常のバッチＡよりも十分に多い
。加えて、製品ガラスに保有されるセレン量は、バッチＡもバッチＢも共に比較的多い。
【００３３】
反対に、べんがらを通常の供給源として第１鉄を重量で20％に引き上げようとしてもガラ
ス中のセレンは10ppm以下に減少する。
【００３４】
【表３】
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【００３５】
【発明の効果】
本発明によれば、第１鉄含有量が増加しており、改良された可視光線透過能を持つ高レベ
ル太陽熱吸収体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】暗灰色ガラスに含有される第１鉄と共存するセレン量の変化を示すグラフである
。
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